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ＩＴ戦略の今後の在り方に関する専門調査会（第９回）議事録 

 

１ 開催日時 

平成21年６月30日（火）16時59分～18時32分 

 

２ 場所 

合同庁舎４号館 共用1208特別会議室 

 

３ 出席委員 

井堀委員、上野委員、大山委員、岡村委員、柏木委員、河村委員、國領委員（座長代

理）、佐々木かをり委員、佐々木俊尚委員、須藤委員、関口委員、高橋委員、田中委員、

野坂委員、野原委員、浜口委員、南委員（座長）、村上委員、森田委員 

※ この他の出席者：野田ＩＴ担当大臣、福田内閣官房副長官補、久貝内閣官房内閣審

議官、南内閣官房内閣参事官、小宮内閣官房内閣参事官、戸塚総務省政策統括官（情報

通信担当）、近藤経済産業省商務情報政策局長 

 

４ 議事次第 

１．開会 

２．野田ＩＴ担当大臣挨拶 

３．i-Japan戦略2015の取りまとめ 

４．規制・制度・慣行等の「重点点検」について 

５．閉会 

 

５ 配付資料 

 資料１   デジタル新時代への戦略（案）に対する意見及びそれらについての考え

方 

 資料２   i－Japan戦略2015 ～国民主役のデジタル安心・活力社会の実現を目指

して～（案） 

 資料３   i－Japan戦略2015の実現体制等について 

 資料４   委員提出資料 

 資料５   デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等 

 

 参考資料１ デジタル新時代への戦略（案）に関するパブリックコメントの募集につ

いて 

 参考資料２ デジタル新時代への戦略（案）に関するパブリックコメントの結果につ

いて 
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開 会 

 

○南座長 ただいまからＩＴ戦略の今後の在り方に関する専門調査会の第９回会合を開催

いたします。 

 それでは、まず事務局から本日の配付資料の確認をお願いいたします。 

○小宮内閣参事官 配付資料でございます。本日、非常に大部にわたっております。 

 資料１がパブリックコメントで出された意見とそれらについての考え方でございます。

資料２が本日ご審議をいただくi-Japan戦略2015の案でございます。資料３が実施体制

でございます。資料４が各委員からの提出資料。資料５が國領座長代理から出てまいり

ましたこのデジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等でございます。

参考資料１がパブコメの募集の紙、参考資料２がパブコメの結果でございます。 

 以上でございます。 

○南座長 ありがとうございました。 

 今回は本専門調査会の最終回ということで、中長期戦略の取りまとめを行いたいと考

えております。 

 それではここで、この本日の報告書の最終取りまとめに当たりまして、野田ＩＴ担当

大臣からご発言をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○野田ＩＴ担当大臣 改めまして、皆様こんにちは。ご無沙汰しておりました。 

 昨年12月に麻生総理からＩＴ戦略本部で新戦略の策定指示がございまして、皆様方に

は２月にお集まりいただきまして、４月に三か年緊急プランをおつくりいただき、そし

て今日、中長期的な2015年までの戦略、i-Japan戦略2015を、（案）となっていますけ

れども、本日おまとめいただく運びとなりました。 

 南座長、國領座長代理初め、委員の皆様方には大変短期間に、本当にスピーディーに

お進めいただきましたこと、高いところからですけれども、心から感謝申し上げる次第

でございます。本当にありがとうございました。 

 本日まで８回の調査会はもちろん、それ以外においてもさまざま活発なご意見、また

ご議論を賜りました。そして、その集大成というのがまさにこのi-Japan戦略2015でご

ざいまして、ＩＴ戦略本部で議論、決定の上、真に国民の視点に立った施策として推進

していきたいと考えているところです。 

 i-Japan戦略2015の名称ですが、この「i」につきましては、「inclusion」、いわゆ

るデジタルが空気や水のように抵抗なく受け入れられ、経済社会全体を包み込むという

意味と、もう一つは「innovation」、これは言うまでもなく、デジタルにより経済社会

全体が改革され、新たな活力が生まれるという２つの意味を込めてこのような名称で提

案させていただいたところです。 

 この内容は、今後、政府としてしっかりと受けとめて進めていかなければならない大

事なものばかりでございまして、例えば電子政府・電子自治体の分野では、デジタル技
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術による新たな行政改革を進め、ここでもご議論させていただいておりますが、国民電

子私書箱、これは仮称ですが、これを広く国民や企業等へ普及、定着させるなどの方針

が示されているところであります。 

 国民利便性の向上や行政事務の簡素・効率化、標準化、行政の見える化の実現に向け

て大変重要な施策でございまして、着実に実施をしていきたいと思っております。 

 そのほか、３大重点分野でございます医療・健康分野、教育・人材分野、さらには産

業・地域の活性化と新産業の育成、デジタル基盤の整備などについてもi-Japan戦略

2015の柱、ビジョン、方策などに沿って施策を推進してまいります。 

 また、デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行、サービスの仕組

みそのものの在り方や運用など、国民にとって利益となる形での抜本的見直しや、我が

国のデジタル技術や関連産業の国際競争力の強化などについては、今後の課題として引

き続き検討を行っていきたいと考えております。 

 この調査会での新戦略の検討は本日で終了ということになりますが、ぜひとも皆様方

のお知恵をかりたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。 

 日本が情報通信分野で真に世界のフロントランナーとなり、国民の誰もがデジタル技

術の恩恵を受けることができる日が一日も早く訪れるよう全力投球してまいりますので、

ご協力を心からお願い申し上げます。 

 本当に大変なことだったと思います。とかく今、国民の皆さんは政府に対してスピー

ドを要求している中で、これだけの大きなことに対して本当に精力的に、委員の皆様方

には貴重なお時間をいただいて取りまとめをいただいたことは大きな宝であると思いま

す。 

 これを絵にかいたもちにしないように、政府が全力を上げてこの取り組みの重要性を

やはり一人一人が意識をして、実現に向けてスパートを切っていかなければならないと

思っています。 

 本当にいろいろとお世話になりました。ありがとうございました。今後ともよろしく

お願い申し上げます。 

○南座長 大臣、どうもありがとうございました。 

（プレス 退室） 

○南座長 では早速ですが、議題に移ります。 

 中長期戦略の取りまとめですが、まずタイトルが検討中であったところ、今大臣から

ご発言ありましたとおり、今回、「i-Japan戦略2015 ～国民主役の「デジタル安心・

活力社会」の実現を目指して～」に決めさせていただこうと考えております。この「i-

Japan」の意味合いは、今、大臣から懇切なご説明があったとおりでございます。デジ

タル・インクルージョンとデジタル・イノベーションの２つの頭文字の「i」を取り入

れていると。この「i」には他にもいろいろな意味があるかもしれませんが、大変いい

タイトルではないかと考えております。 
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 以下、i-Japan戦略2015と呼ばせていただきます。 

 取りまとめですが、パブリックコメントの結果や、それらを踏まえた最終案について

ご紹介させていただき、委員の皆様に本文をご確認いただきたいと思っております。 

 では、事務局から、デジタル新時代への戦略（案）に関するパブリックコメント結果

等を踏まえた戦略最終案について報告をお願いします。 

○南内閣参事官 参考２にパブリックコメント全文をつけさせていただいております。本

年６月５日から19日までの約２週間の間に寄せられましたパブリックコメントでござい

ますが、59の個人から92の意見、それから53の団体から313の意見、合わせまして合計

112者から405件の多数の意見が寄せられたところでございます。詳細は参考資料２をご

らんになっていただきたいと思います。 

 これは分野別に見ますと、総論に関する、特にタイトルやビジョンに関するものが72

件、電子政府・自治体に関するものが85件。医療・健康に関するものが81件、教育・人

材に関するものが80件、産業・地域の活性化等に関するものが43件、デジタル基盤に関

するものは25件、今後一層の検討を行うべき事項に関するものが19件と、こういう内訳

になってございます。それぞれの分野に非常に多数のご意見をお寄せいただいたところ

でございます。 

 それに基づきます資料１において、それぞれの項目ごとのご意見に対します当調査会

としての考え方、意見とをおつけさせていただいております。字が大変小さくて恐縮で

ございますが、そのような形でご用意をさせていただいているところでございます。詳

細な説明は時間の問題で割愛をさせていただきたいと思います。 

 パブリックコメント等を踏まえまして、i-Japan戦略2015という資料２に基づきまし

て、修正箇所を中心に簡単にご説明をさせていただきたいと思います。 

 資料２のまずタイトルの副題は、先ほど座長からご紹介いただきましたとおり、「～

国民主役の「デジタル安心・活力社会」の実現を目指して～」ということでございまし

て、英語に直しますと「Towards Digital inclusiton & innovation」という形に副題

をつけさせていただいております。 

 ページをおめくりいただきまして、１ページ目でございますが、まず将来ビジョンの

総論のところでございます。従前、この①社会経済環境の変化と、その後の次のページ

のデジタル社会の将来ビジョンに関する記述の間のつなぎが悪いというご指摘等々委員

のほうからもございましたので、②という項目をつけ加えさせていただいております。

この中で、特に一般的な社会経済環境の変化に加えまして、デジタルの世界におきまし

てもグローバル化が進むことによって、一国ではなかなか解決できない課題が増大して

いる。リアル社会とサイバー社会の融合が進展して問題が複雑化している。あるいは情

報の爆発ですとか、陰の部分の拡大等、そういった課題が顕在化している。こういった

課題を解決するためにも、デジタル技術による底力の発揮が必要であるという記述をつ

け加えさせていただいております。 
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 ２ページ目でございますが、将来ビジョンのところにつきましても多数のご意見が寄

せられていたところでございます。先ほどのタイトル、副題に沿った形で、デジタル・

インクルージョン、デジタル・イノベーションの趣旨を加筆させていただいているとこ

ろでございます。 

 この２段目のところにございますとおり、社会の隅々にまでデジタル技術が空気や水

のように抵抗なく普遍的に受け入れられて、社会全体を包み込む存在となる。これをデ

ジタル・インクルージョンと称しまして、公平に必要な情報を必要なときに安全・安心

に利用できる環境を実現し、人と人とのつながりを実感していただく社会を実現する。 

 それから、社会全体を改革して新しい活力を生み出していくということをデジタル・

イノベーションと称しまして、新たな価値の創造に加えまして、企業の体質の改善、環

境と経済成長の両立等々の社会を実現していくことによって、真に国民主役の社会を実

現するという趣旨を明確化させていただいているところでございます。 

 ３ページ目から４ページ目にかけては微修正でございます。 

 ５ページ目に入っていただきまして、まず電子政府・電子自治体分野でございますが、

将来ビジョン、目標のこの５ページ目のところに関しましては、１の（５）というとこ

ろで、医療や教育、金融等にとどまらず、一般的に民間サービスと行政サービスがシー

ムレスにつながるという官民連携の趣旨を強調すべきであるというご指摘を踏まえて、

若干修正をさせていただいております。 

 ６ページ目でございますが、「方策」のところでございます。 

 この国民電子私書箱に関しましては、先般決定をされました骨太方針2009という方針

を踏まえまして、若干書き加えをさせていただいております。私書箱につきましては

2013年度までの整備を目指すということ、既存のシステムの利用も視野に入れて、社会

保障カード構想と一体的に検討すると明記をさせていただいております。 

 それから、６ページ目の脚注のところをごらんになっていただきたいと思います。 

 多数のご意見の中で、実は三か年緊急プランの中で、個人・企業のＩＤの在り方とい

うことにつきまして、既存のＩＤ体系との関係を整理しつつ検討するとなっていたこと

に関しまして、その趣旨をより明確化したいということでございまして、ここに書いて

ございますとおり、国民電子私書箱を希望する国民・企業等に重複なく提供する仕組み、

あるいは既存の企業コードをひもづけし、相互運用可能とする仕組みというものを今後

検討してまいりますので、そういった検討の中で検討を進めるという趣旨を明確化させ

ていただいております。 

 次の７ページ目の２というところをつけ加えをさせていただいております。 

 これは、従来までの電子政府の取り組みが後退をすることなくしっかり前進をすべき

であるという過去の反省の上に立って、業務改革をしっかり進めていくべきであるとい

う趣旨を明確化すべきであるというご意見を踏まえまして、修正を加えてございます。

過去の計画のフォローアップとしまして、個々の取り組みの成功要因あるいは阻害要因
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をしっかり分析をした上で、具体的な目標と工程を明らかにした新しい計画を取りまと

めていくということを明記させていただいております。 

 （１）から（３）ということで、例えば国民・企業の顧客満足度といった行政の質の

改革に資する明確な評価基準を設定して、ＰＤＣＡサイクルの制度化を図る。それによ

って不断の見直し、改善を徹底する。 

 特に利用頻度の高い71の重点手続というものがございます。これについては特に重点

的に業務改革に取り組むということを明記させていただいております。 

 それから、（２）のところでは、業務改革としての業務システム最適化の徹底という

ことを明記させていただいております。 

 次の８ページ目でございますが、この（３）のところにおきましても、これは国と地

方をまたがる分野におきましても問題点を検証し、改善を図っていく。徹底した業務プ

ロセスの見直しを実施することによって、紙中心から電子中心の処理へ。行政事務を原

則電子的に処理するということをルール化するということを明記させていただいており

ます。 

 それから、３のいわゆる体制、電子政府を推進するための体制の整備につきましても

若干加筆をさせていただいております。 

 特に電子政府の推進を専担とするような司令塔を明確化するという記述、あるいは政

府ＣＩＯを補佐するためのスタッフの充実も含めて、新たな電子政府推進組織の在り方

を検討していくということを明記させていただいております。 

 それから、各府省のＣＩＯに関しましても、その役割を明確化しまして、その各省の

ＣＩＯを支援する体制を充実強化していくということも明記させていただいているとこ

ろでございます。 

○小宮内閣参事官 次に、９ページの医療・健康分野でございますけれども、基本的には

大きな修正はございません。 

 幾つか例を挙げますと、例えば１．（２）のところでございますけれども、この前の

バージョンでは具体的な話が書いてありましたけれども、これを10ページの（２）のほ

うに統一をいたしまして、表現を少し抽象化いたしてございます。 

 それから、９ページの一番下の（５）のところでございますけれども、地域特性に応

じたということを挿入いたしましたが、これは連携の仕方が地域によってまちまち、い

ろいろなやり方があるということで、この特性に応じた健康管理を実現するといった表

現にいたしてございます。 

 あとは表現の正確化を期した微修正でございます。 

○南内閣参事官 続きまして、教育・人材分野、12ページ目でございますが、目標のとこ

ろは変更ございません。 

 13ページ目の「方策」の部分でございますが、１の頭のところに子どもの学力や情報

活用能力の向上を図るということで、従前は、下にあります（１）から（５）の方策を、
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子どもの学力向上と情報活用能力の向上に分けて書き分けておったわけでございますが、

施策を完全には分けられない部分もあるということで、一体的な表現に改めさせていた

だいております。 

 それから、１の（２）のところは、サポート体制につきましては、技術の活用法のみ

ならず、教育の質の向上のサポートも必要であるというのはもっともなご意見でござい

ますので、明確化させていただいております。 

 それから、（４）の情報教育の内容の充実というところにつきましては、前のページ

の将来ビジョン、目標の２のところの子どもの情報活用能力を向上させる目標というと

ころに①から③までの能力を書かせていただいております。それと対応し切れていない

部分がありましたので、「情報や情報手段の特性を理解する能力」というものを明確化

のために書き加えさせていただいております。 

 それから、（５）のところでございますが、校務の情報化も大事でございますけれど

も、それをベースとしまして、家庭ですとか地域、そういったところの情報連携により、

地域が一体となって教育を推進する体制を構築するということが大事だというパブリッ

クコメント等のご指摘を踏まえてその点を書き加えさせていただいております。 

○小宮内閣参事官 次に、産業・地域の活性化及び新産業の育成でございます。 

 16ページでございますけれども、本戦略に対する異論や反対のご意見はございません

でした。したがいまして、特段の修正点はございません。 

○南内閣参事官 20ページ目のデジタル基盤の整備のところでございますが、この冒頭の

ところで将来ビジョンと目標を合体させたことに伴いまして、将来ビジョン的な表現が

ちょっと手薄になってございましたので、「あらゆる分野におけるデジタル活用の進展

を支え、未来の成長を促す」という、従前将来ビジョンで表記しておりました表現を復

活させていただいております。 

 それから、目標の１のところでございますが、移動系につきましては、100Mbps超と

いうことで、さらに早いスピードを目指すべきであるという趣旨を明確化させていただ

いているところでございます。 

 それに伴いまして、方策の１の（１）も100Mbps超という表現を書き加えさせていた

だいています。 

○小宮内閣参事官 それでは、23ページでございますけれども、ここは前回の調査会の際

に「重点点検」について、2010年以降についてのご質疑がございました。正確化のため

に2010年以降も継続的に実施するということをつけ加えさせていただいてございます。 

 なお、その後、用語集を事務局で作成をしてつけ加えておりますので、ご参照いただ

ければと思います。 

 次に、資料３でございます。 

 先ほどの最後のところにも関連をいたしますけれども、前回、実施体制については切

り離してペーパーで事務局からお出しをしたところでございます。 
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 これにつきましては、この本部に報告する際には第４章として添付をさせていただき

たいと考えてございます。内容的には、前回にお出しした内容とほとんど変わりがござ

いません。Ⅰ．に本戦略の位置づけということで、本戦略と三か年緊急プランとの関係、

それから本戦略とＩＴ新改革戦略との関係、さらに重点計画と三か年緊急プランとの関

係というのが１ページ目でございます。 

 それから、２ページ目でございます。実施・検討体制ということで、まずＰＤＣＡサ

イクルの推進でございます。前回の質疑で評価専門調査会がどうなのかと、こういうご

質問がございましたが、引き続き評価専門調査会を設置し評価するということを明確化

してございます。 

 それから、（２）でございます。「重点点検」につきましては、このデジタル利活用

のための重点点検専門調査会を設置するということにいたしてございます。前回、重点

点検チームという仮称でございましたけれども、整理のため、 評価専門調査会、そ

れからデジタル利活用のための重点点検専門調査会、それから（３）にございますよう

にグローバルビジョンについてもデジタルグローバルビジョン専門調査会、３つの専門

調査会を設置するという形に整理をいたしました。 

 以上でございます。 

○南座長 どうもご説明ありがとうございました。 

 委員の皆様のご協力のもとで、累次の議論やパブリックコメントを積み重ねてやって

まいりまして、現在の案に至っております。 

 本日は最終取りまとめということになりますが、今説明がありました本文、それから

資料１にありましたパブリックコメントへの回答ぶり、回答の基本的な考え方などにつ

きまして、特段のご意見があればお願いしたいと思います。この本文、戦略そのもので

なくても、今後へのコメントでも結構ですので、何かあればお願いしたいと思います。 

 なお、資料４で本日ご出席の委員のお二人からもペーパーも出ております。 

 それでは、どうぞ。 

○須藤委員 電子政府のところで、７ページ（４）で、これは修正がなかったところです

けれども、「システム全体の運用・管理を監視し、個人情報保護に関して必要な措置を

とるための仕組み（第三者機関）等の在り方について、検討すること」ということにな

っております。昨日実は、国民生活審議会個人情報保護検討部会の最終回が開かれ、こ

のＩＴ戦略との関係で議論がありました。私のほうから、これはどこが取り組むことに

なるのでしょうねということを問い合わせたところ、国民生活局長は、両方とも管轄は

野田大臣である、野田大臣のご意見を伺うということをおっしゃっていました。 

 と同時に、消費者保護庁設置に伴って、行政とか医療の個人情報保護について明確に

主管する機関というのか今不明瞭になっています。この点については、委員である弁護

士の三宅弁護士、それから堀部先生、それから三鷹市長の清原委員、私とほぼ同様な疑

問が提示されて、昨日の段階ではまだ明確な返事、国民生活審議会でも事務局のほうか
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らは明確な検討はなく、今後、このＩＴ戦略との関係も配慮しつつ、きちんと検討する

というようなことで終わったのですが、ここら辺はどう政府は対応されるのか、また不

明瞭なものですから。 

○野田ＩＴ担当大臣 私は21担当しておりまして、その一つが個人情報であり、その一つ

がＩＴ政策ですけれども、個人情報につきましては、国民生活審議会は終わりますけれ

ども、そのまま業務というのは今度できる消費者庁と、そして消費者委員会、そこのほ

うに移管されることになって、引き続きの検討がなされると思っています。 

 あと、先生のご指摘があった第三者機関、これは実は、今まさに個人情報というのは、

例えば銀行だと金融関係は金融庁とか、分担でそれぞれ役所がやっているので、そうい

うところでまとめて検討するというのはこれからやはり必要であるという認識で検討が

始まると私は思っています。 

○南座長 ありがとうございました。よろしくお願いします。 

○佐々木（か）委員 すみません、メールで簡単に返信したものがそのまま印刷されてい

て、失礼しました。そちらで書かせていただいた２点と、さらに追加は、８ページ目の

上のほうの（３）の「バックオフィスにおける徹底した業務プロセス」と、これはもし

かすると「行政オフィス」となるべきところ、もしかしてここだけ、もとのままになっ

ていたのかなと今見て思いましたので１点。前回の意見を多分聞いていただいて、他の

文章では、修正されていましたので、ご確認ください。 

 それから、13ページから14ページにかけて、教育のところで、「家庭・地域との情報

連携」、これは、あえて先ほどメールをお送りしたときには指摘しなかったのですが、

私、中教審のほうでも常にお伝えするのですが、教育というのが学校と家庭の連携とあ

りますが、かならず企業という言葉も入れてくださいと、お願いをしております。学校

と家庭とか地域になると、どうしても学校以外のところの主役が女の人だけになるので

すが、教育には、やはり企業がどんどん変革していって、男性もかかわっていかないと

どうにも動かないと思うので、追加をお願いします。２か所、学校と地域との情報連携

というのがあったので、もしかするとちょっと文脈の流れにおいては、これは今じゃな

くてもいいのですが、企業という言葉を入れていただきたいということが１つだけ提案

です。 

○南座長 村上委員、よろしいですか。 

○村上委員 私は、資料４の委員提出資料の３ページ、４ページで３つコメントをさせて

いただきました。 

 １つは、報告書の１ページと２ページの、先ほど新たな加えられたところなのですが、

２つの節が加わったことによりまして、この戦略自体が本当にＩＴ戦略という名にふさ

わしいものになったのではないかと思っておりまして、非常に的確な対応が行われたと

いうことをまず申し上げたいと思います。 

 その上で、この２つの節の中身について、コメントさせていただきます。私は、この
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場でこれまでいろいろな提案をさせていただいてきたのですが、今回の戦略は、基本的

には、この場でも申し上げましたように、ユニバーサリティという概念を軸にして成り

立っているのではないかと思います。 

 そういう視点でこの２つの節についても論点の提案をしていたつもりなのですが、最

後の基本コンセプトの提示という段階になって、インクルージョンとイノベーションと

いうことになってしまいました。インクルージョンというちょっと耳なれない概念が突

然出てきたということで、私自身は、違和感を感じております。 

 インクルージョンというのは、昔からチャレンジドピープルの社会参画というコンテ

クストの中で使われてきた言葉です。あるいはノーマライゼーションという言葉も同じ

かもしれませんが、私は何となくインクルージョンというのは、入れてあげるよという

ニュアンスがあり、ノーマライゼーションにも、正規のほうに入りませんかというニュ

アンスがあり、ちょっと「上から目線」を感じるということと、グローバルな広がりと

いう意味で、ここ二、三年議論してきたガラパゴス化という問題について、大丈夫かな

という懸念を持っております。 

 そういう懸念もあって私は、ユニバーサルというコンセプトでこの戦略は取りまとめ

られるのかなと思っていました。それがインクルージョンという言葉で取りまとめられ

るに至ったプロセスについてご説明いただければということで１つご質問を差し上げま

した。 

 もう一つは、電子政府・電子自治体のところで「顧客満足度」という表現が２度使わ

れているのですが、これはこういう表現でいいのでしょうかという質問です。国民は、

顧客であるという見方を徹底するという意味ではそのほうがいいのかもしれませんが、

ちょっと違和感を感じました。第三は、第２章の教育・人材のところで「情報手段」と

いう言葉が突然出てきたのですが、これはもう少し説明があるといいと思いました。 

 その３つでございます。 

 全体として、必要十分な戦略ドキュメントの記述に仕上がったというふうに感じてい

まして、非常に完成度の高いものになっていると思いましたが、この３点についてご質

問を差し上げました。 

○南内閣参事官 まず大臣のほうにネーミングをいただきましたi-Japanのインクルージ

ョン部分のことでございますが、私のほうから若干補足をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず趣旨といたしましては、かねてより村上委員からご提言をいただいた空気や水の

ように溶け込んでいって、万人が抵抗なく普遍的に受け入れられるような社会を目指そ

うというその考え方、コンセプトはそのまま受け入れさせていただいて反映をさせてい

ただいていると考えております。 

 それで、実は、政府の安心社会実現会議等の中でも、安心の概念を検討する際にソー

シャル・インクルージョンという考え方が何度も実は使われてございましたし、あるい
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はイギリスの新しいデジタル戦略につきましても、デジタル・インクルージョンという

言い方を標榜しているやにお伺いしております。インクルージョンという言い方も、高

齢者でありますとか障害者の皆様をエクスクルードしないという趣旨では、決して対極

にある考え方ではないのではないかなと考えております。そういったものを総合的に勘

案しまして、しかも、イノベーションとうまくくっつくことによって新しい戦略である

ということを表現する上においても、「i」と「i」の平仄が合う。いい考え方かなとい

うことで、そういうタイトルを大臣のほうから命名をいただいたときに、私どもはそう

いう肉づけをさせていただいているということでございます。ぜひご理解をいただきた

いと思っております。 

 それから、「顧客満足度」という電子政府の中で使われている表現でございますが、

冒頭の目標の中にも、国民を顧客であると考えて便利な行政サービスを提供するという

ことをコミットメントする形で目標設定をさせていただいておりますので、その顧客た

る国民の満足度を高めていくということを直截にあらわしている表現であります。国民

本位、国民主役であるという戦略の趣旨からすれば、ちょっと違和感があるかもしれま

せんけれども、その思いをぜひお酌みとりいただきたいと思っております。 

 それから、教育のところの「情報手段」に関しましては、実は用語の解説の中に１つ

つけ加えさせていただいております。「情報手段＝コンピュータや情報通信ネットワー

クなどを指す」という、当たり前のことでございますけれども、そういう形で学習指導

要領等でも使われている用語だと伺っておりますので、そのまま使わせていただいたと

ころでございます。 

○南座長 ありがとうございました。 

○野坂委員 大変短時間にこれだけのものがまとまったこと、大変評価したいと思います。 

 まずタイトルですけれども、前回の会議で私、前回のタイトルについてはいろいろと

問題があるというご指摘をさせていただきました。 

 今回、インクルージョン、確かに難しい言葉だなと思いますけれども、説明を伺うと、

そのように説明を国民にわかりやすくすれば理解をしていただけるかもしれないなとい

う意味で、前回に比べれば相当洗練されたタイトルだと思います。私は評価したいと思

います。 

 また、内容も盛りだくさんでありまして、これは冒頭野田大臣がおっしゃったように、

絵にかいたもちにしてはいけないわけで、実際しっかり政治のリーダーシップで実現し

ていかなければいけないと思います。 

 １点質問があります。国民私書箱のところですが、ここで目標が2013年度の整備とい

う数字が出てくるんですね。2015年の目標の新戦略で、ここ２年間、前倒しになってお

りますけれども、このねらい、背景について説明をしていただきたいのと、もう一点、

ここで言うところの整備とは何を言うのか、どういうイメージでいらっしゃるのか、こ

の点についてもぜひ伺いたいと思います。 
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○南内閣参事官 国民電子私書箱に関しましては、関係省庁といろいろ調整をさせていた

だきまして、骨太方針のほうで、官邸のほうからもできるだけ整備時期を明確化すべき

であるというお話等も踏まえまして調整を進めました結果、2015年だとちょっと遅過ぎ

るよなと、さはさりながら、問題点も非常に多岐にわたっておりまして、プレーヤーも、

国、地方、多岐にわたっております。一つ一つやり遂げなければいけない仕事も多岐に

わたっておりますので、一応「2013年までの整備を目指す」ということにしたわけでご

ざいます。我々としては、大臣のご指示もありまして、できるだけ早くということで、

制度化をきちんとしてから制度を導入しなければいけないだろうと。それなりの法律の

整備も必要になってくるだろうと思っておりますので、2013年までの整備というものは、

その制度化ももちろん含めてでございますが、何も制度化を待たずにできることもあろ

うかと思っております。 

 例えばワンストップの引越し、退職のサービスというものも今先行的に取り組みをも

う既にスタートしております。当然、国民電子私書箱があったほうがよりスピーディー

で効率的なデータの交換ができるようになるかもしれませんけれども、それを待たずに

同じようなサービスが実現できるのであれば、できるところから先行的に取り組んでい

くということが大事であろうと思っております。私書箱構想というのは非常に広い概念

でございますけれども、その中から、私書箱の制度化を待たねばできないものもござい

ますが、待たずにできるものはどんどん先行的にやっていくという意味合いを込めまし

て、「2013年までの整備を目指す」という趣旨にさせていただいたところでございます。

ご理解をいただきたいと思います。 

（野田ＩＴ担当大臣 退室） 

○南座長 高橋委員、どうぞ。 

○高橋委員 中座させていただくのでその前に意見を申し上げたいと思います。 

 私は、先ほどの村上委員の意見の中で、インクルージョンという説明に全く同じよう

な感覚を持っております。説明すればわかるということですが、説明すればわかるかど

うか、私はこの用語をつけてパブリックコメントをとっていただきたかったと思います。

まるで後出しじゃんけんのような感じがしてなりません。デジタル新時代への戦略案と

いうことでパブコメをとって、この名称と、最初の重要な顔となる部分が後から書かれ

たというのは、あまりフェアではないのではないかというふうに感じております。 

 それから、たくさんの方々がパブリックコメントを出してくださいました。一つ一つ

読ませていただいて、なるほどなと頷くところがたくさんあったのですが、それに対し

て、この会議の回答の中には大変冷たいものもあって気になったということも申し上げ

たいと思います。 

 資料１の６ページの67-１という受付番号の方はユニバーサルの概念の大事さを説い

ておられ、「インクルージョンがそれと同じである」とていねいに回答していますが、

私自身がＩＴ関係のセキュリティの会議に関わっていて、今回の報告書に漏らしたと気
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づきましたのが、79ページと80ページに個人の方と専門の方が意見を出していらっしゃ

る本人認証基盤です。 

 本人認証基盤の確立について、プロの方のご意見に対しては、「情報セキュリティ政

策を検討する際の参考とさせていただきます」という回答ですが、めくっていただいて、

47－３の、「認証方式として無理な記憶を強制しているような乱数的な数字や文字では

ないものを開発して使ってほしい」という意見に関しては、「どのような認証方式を採

用するかは、サービスを提供する主体が判断すべきものと考えます」という、こういう

判断を示していらっしゃるんです。このご意見は国民にという分類で、電子政府をすご

く意識して、国は人にやさしい認証方式をとってほしいという願いだったのではないか

なと思うのですけれども、「提供する主体が判断すべきものと考えます」と、これはま

さに「上から目線」そのものだと思います。 

 この報告書全体の中で、整合性といいますか、そういったものについて感じるところ

が大きかったので、最後の意見とさせていただきます。 

 以上でございます。 

○南座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○田中委員 私が担当させていただきました電子政府の部分についての感想を述べさせて

いただきたいと思います。 

 全般的には、いろいろな立場の方のご意見をうまく取り入れて、大変バランスのとれ

た報告書にまとめ上がっていると評価をしております。 

 この後は、この戦略をいかにうまく実行していくかという、非常に重要なフェーズに

なって参ります。その具体的な体制あるいは法制度の整備につきましては、この報告書

の８ページの３．のところで、独立した記載になっており、その重要性が浮き彫りにな

っている点で非常に意味があり、これも評価をしたいと思います。 

 さらに、司令塔となりますＣＩＯを補佐する立場である情報システムと業務の専門ス

タッフを充実するという記述も非常に適切な方策だと思います。 

 ただ、（２）の各府省政府ＣＩＯの役割については、（１）の政府ＣＩＯとの権限や

責任のバランスが明確になっていないので、もし不均衡がおきますと、電子政府を進め

ていく上でのスピード感をむしろ鈍らせる要因になるのではないか、また、各府省間で

の調整のために時間と労力をかけるという結果になりかねないのではないかという危惧

を持っております。 

したがって、政府ＣＩＯという、電子政府を推進していくリーダーには、予算権限や

人事権限といったその役割を十分に果たしていくために必要な最低限の権限を付与する

よう配慮していただきたいと考えております。 

 以上です。 

○南座長 ありがとうございました。それでは、どうぞ。 

○須藤委員 ＩＰｖ４からＩＰｖ６の話が基盤のところでしたか、出ていると思います。
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これはこれでよろしいと思いますけれども、ＩＰ、今のインターネットプロトコルのこ

と、これは20ページですね、これだけ強く書くのであれば、同様に、現在総務省とＮｉ

ＣＴのプロジェクトでこれは既に巨大な予算がついているわけですけれども、インター

ネットプロトコルにかわるプロトコル開発にもう入っています。 

 現在２年目に入っていますけれども、既にアメリカのＮＳＦ、それからＥＵと連携し

て、私もそのメンバーですし、青山慶応大学教授、徳田慶応大学教授もメンバーですが、

ＮＳＦ側と、それからＥＵの研究開発チームと既に新しい、今のインターネットとは全

く違うネットワークの研究と構築に向けて、これも2015年をめどに考えているわけです

けれども、動いています。そのことを全く触れずにＩＰｖ４とｖ６だけ言うというのも

ちょっと変かなというふうには思います。 

 既に今年１月、中国もこの研究開発のプロジェクトに参加を表明しておりますので、

かなり大きな主要なアクターがそろっている。その動きを無視したi-Japan戦略という

のはちょっとずれているのかなとは思います。ここら辺は記述の工夫はちょこっとした

ほうが。もちろん、ＩＰｖ６、ｖ４のところはこのままで結構ですけれども、何らかの

形で触れておいたほうが、何かわかっていないなと思われなくて済むのかなと思います。 

 以上です。 

○南座長 どうもありがとうございました。どうぞ。 

○井堀委員 ７ページから８ページでは、非常に重要な課題についてわかりやすく整理さ

れていますが、これから課題を克服するためにはいかに改革に結びつけるが大事だと思

います。技術者や行政マンなどあらゆる人材を結集して取り掛からないと長い歴史の中

で培われた行政システムは変えられません。 

 行政情報システムの共同利用や統合、集約化、行政事務の電子的処理のルール化など

は、克服しなければなりませんが、中には反対するベンダーや技術者が大勢いて現場で

は苦労していることが多くあります。標準化に取組み重複を徹底して排除して、地方自

治体の財政的な負担を軽減しないとなりません。司令塔の機能を持った組織体制に期待

します。 

○南座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、本日出されました意見、いずれもごもっともな意見も多いと思いますので、

できるだけ取り入れる方向で今後預からせていただきたいと思いますが、タイトルのi-

Japanにつきましては、その趣旨は十分踏まえつつも、これでお認めいただければと思

っております。残りの部分についてはさらに突っ込んで検討の上、できるだけ反映した

いと思いますが、最終取りまとめにつきましては座長の私に一任いただきたいと思いま

す。よろしくお願いしたいと思います。 

 i-Japan戦略2015とタイトルを決めさせていただくわけですが、これにつきましては、

一部修正を含めまして取りまとめました後、私のほうから、７月上旬に開催が予定され

ていると聞いておりますが、ＩＴ戦略本部に報告させていただきます。その際に、先ほ
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ど説明がありました第４章が事務局提案として追加されて、そのほか問題がなければ、

ＩＴ戦略本部決定とされることになろうかと思います。 

 以上でi-Japan戦略2015そのものの検討は終了でございますが、この戦略の中で、第

３章でしたか、今後一層の検討を行うべきとされた事項もございます。そうした事項に

つきまして、本戦略の検討をされた委員の方々からもご発言いただき、今後の検討の際

の参考としていただきたいと考えております。 

 國領座長代理から、規制・制度・慣行等の「重点点検」についてご提案があるとのこ

とですので、ご説明をお願いします。 

○國領座長代理 皆様のお時間をおかりさせていただくことをお願いいたします。 

 この戦略の中で非常に重要な取り組み事項といたしまして、この戦略が上がった後に

デジタル技術・情報の利活用を阻むような規制・制度・慣行等の見直し、「重点点検」

をやっていくということで、非常に重要なテーマだろうと思っております。 

 資料５をお手元に出していただければと思います。 

 ここの部分につきまして、これはある意味で僭越といいますか、この調査会、実際に

点検を行う調査会が立ち上がって、そこの場で何をアジェンダにすべきかということに

ついては改めてご決定いただくというのが本筋のことではございますが、この調査会と

しまして、どういうようなことを念頭に置きながらそういう議論をしたのかということ

について、何らかのイメージを残しておくことがその後、後といいましても比較的早く

立ち上がることが想定されるわけですけれども─の取り組みとして非常に重要であろ

うということです。 

実を言いますと、私、重点点検が話題になったときに、ひょっとすると戦略本体の中

にたくさん書き込むかもしれないということも念頭に置きながら、手弁当で馳せ参じて

いただいた方々と勉強会なんかを繰り返してやっておりまして、いろいろなところから

知恵出ししていただいてきました。その中で実を言うとこの13個に最後ばっさり、あま

りいっぱいあり過ぎてもイメージが沸かないからといってばっさり削ってしまったので

すが、実を言うと膨大なリストがございまして、というようなものが出ております。 

 ごらんいただきますと、各論をやりだすとそれぞれでひょっとしたら委員会が立ち上

がるぐらいのものなので、各論を細かく言うのは避けますけれども、レベルが抽象度の

高いもの、低いもの、いろいろあったりします。実際は、今までの私のいる評価専門調

査会の経験からまいりますと、かなり細かいことをぎゅうぎゅう詰めていくのでないと、

実際は世の中動かないということかと思います。 

 大事なことは、それをやることを通じて、同じ考え方を採用すれば、他のものへどん

どん波及していくというようなものを的確に選んで、そこについてきっちり詰めるとい

うことだろうと思います。 

 例えば、ここに３番とか４番、匿名化された個人の情報の活用でありますとか、全国

規模での健康情報の分析・活用というようなものにつきましては、先ほど国民生活審議
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会のほうで個人情報の話が出ていてというようなご指摘もありましたけれども、現在、

例えば匿名化された情報をどう使っていいのか、いけないのか、だれがどう責任を持っ

て考え方をつくっていくのかというようなことについて不明確なものについて、ある具

体的な応用問題をお題として設定して、それを突破してしまうというようなことを通じ

て考えていきたいとか。 

 それから、４番、全国規模での健康情報の分析・活用につきましては、評価専門調査

会で既に随分話題にしてきたのですが、例えばせっかく大きなお金を使って、レセプト

のデータでメタボ健診の結果の情報なんかのデータベースをつくられているのですけれ

ども、それを活用する根拠の法律のようなものが非常に限定的に書いてあるために、実

際はその投資したものが生きてこない。 

 もちろん、個人情報をどうする、大変機微性の高い情報がその中に含まれております

ので、どう使えばいいかということはちゃんと議論していかなければいけないわけです。

このようなところを放置したままで、今回、パブコメなんかにもレセプトオンラインが

ちゃんと生きているのかというような辛口のご指摘もいただいているわけですけれども、

まさに投資したものが活用していいことが生まれているという状態をつくらない限りに

おいては、むだな投資になってしまう。そのような問題意識の中で、例えばそういうよ

うなものがあったりするのではないでしょうか。 

 他に例えば７番なんかについては少し抽象度が高過ぎて、本当はもっと具体的なもの

について追い込んで議論したほうがいいのだろうと思いますが、これはちょっと頭出し

しておかないだめだろうと思って、こういうようなものを出しました。政府統計全般に

ついて、活用すれば、本当に民間にとって大きな資産に活用できるようなデータという

のがたくさん眠っているはずだけれども、これが十分に活用されていないのではないか

という問題意識のもとに、どこで何を、どの部分について何をやっていけばいいのかと

いうようなことについて考えていきたいです。その一例としての国勢調査のデータは例

えばあるのかもしれないというようなことでございます。 

 もちろん、税金関係の話も、これは１番と13番とばらばらになっていますけれども、

こういうようなものにつきましては、民間の効率性を高める上でも、この辺、実を言う

と、政府ばかりに文句をつけていては、問題は民間側かもしれないという説もあったり

しますので、そういう話についても避けずに表に出しながら検討していくというような

ことではないかということでございます。 

 本日は、私のほうからはこの程度ぐらいにさせていただきたいと思っておりますけれ

ども、せっかくこれだけのメンバーの方がそろったので、こんなものもやったほうがい

いのではないかというようなご指摘をいただいて、それを記録に残して、立ち上がるで

あろう重点点検の専門調査会のほうに引き継がせていただければということを考えてお

りますので、ご意見がありましたらいただけたら幸いでございます。 

○南座長 どうもありがとうございました。 
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 それでは、今説明がありました規制・制度・慣行等の「重点点検」についての意見交

換に移ります。この制度の点検というのは、先ほど井堀委員のほうから、現場で最もす

ぐれた実践をされている場所でも色々な課題があるというのもそのうちの一つかと思う

のですが、できるだけ個別具体的なお話を出していただいたほうが参考になろうかと思

います。ぜひご発言いただければと思います。 

 どうぞ。 

○岡村委員 國領座長代理のご意見、ご趣旨に基本的に賛成です。 

 先ほども出てまいりましたが、やはり個人情報保護法との関係が、ＩＴあるいはＩＣ

Ｔ分野では極めて大きな比重を占めていると思います。 

 この間、先ほどもお名前が出ましたが、一橋大学名誉教授の堀部政男先生からお話を

お聞きしたのですが、ＥＵの95年個人データ保護指令というのがございまして、それに

対応するために、我が国で個人情報保護法が制定されたといういきさつがございます。

堀部先生がＯＥＣＤなどの国際会議に出席しておられても、周りは各国政府が設置した

コミッショナー、つまり各国の代表者であると。これに対して、堀部先生が日本から出

席されても、やはり学者という形でしかないので、日本国としても政府間での交渉の窓

口となるコミッショナーを置かなければ正式な交渉が困難となります。ＥＵ指令との関

係でも同様ですので、日本の国益という点からしていかがなものかということをおっし

ゃっておられました。 

 また、もう一つ、今私ども、総務省でインターネット地図情報サービスなどについて

の個人情報保護関係の課題に関する検討作業をしております。グーグルストリートビュ

ーが、その代表的なサービスです。世界的に関心を集めていますので、ＥＵに加盟する

各国の当局などから聞くと、このサービスのような大きな社会的関心事が生じた場合、

各国の窓口になるコミッショナーが窓口になって、そうしたグーグルのような巨大企業

と交渉をして、どういう立場で各国が対応するのかということを国ごとに決めていくと

いう形になるという形で進んでいるようです。たまたまグーグルのサービスが話題にな

っておりますので、同社の名前を掲げただけで、他意はございませんけれども、例えば

日本の企業が新たなイノベーションに基づくサービスを開始しようとした場合に、現状

では政府の一元的な窓口がありませんので、どこを窓口にどうしていいか、個人情報保

護法との関係でもう一つよくわからないというような面がありますので、先ほどの野田

大臣のお話ではございませんが、ここはひとつ第三者機関のような形をやるというのが、

やはり国際的に生き残るためにも、また国内的に個人情報保護の問題をクリアしつつイ

ノベーションを進めていく上でも、ＩＴ、ＩＣＴ分野にとっては大変重要なことではな

かろうかと思います。 

 ご案内の、先ほどの問題の中にも、そういうような側面でいろいろ検討していったり、

クリアしていかなきゃならない問題が多分に含まれているのではなかろうかと思います。 

 以上です。 
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○南座長 ありがとうございます。どうぞ。 

○野原委員 資料５についてですが、どれも賛同できる重要な内容だと思います。特に７

番、８番の調査関連データの共有化は、私自身が市場調査や事業戦略コンサルティング

業務、マーケティング戦略に取り組んできたこともあり、統計調査結果や国勢調査の詳

細なクロスデータ等が適切にオープン化され、きちんと活用できるようにされれば、随

分と仕事に活かせるのではないかと思います。ぜひしっかり検討していただきたいと思

います。 

 それはともかく発言したかったのは、１番の税額通知書関連ですけれども、この委員

会の中でも井堀委員が以前おっしゃったと思うのですが、税務署から自治体へ引き渡す

所得税関連の、あるいは確定申告関連のデータが紙の形でやりとりされているために再

入力しなくてはいけない、という話がありました。あれはぜひ検討していただきたい。

この問題は､税務署と自治体という官と官の間の問題なので、やろうと思えばすぐにで

きるはずのことで、まず初めに取り組む問題、あるいは改善すべき点としていいのでは

ないかと思います。 

 他にも、個々の個人や民間と官との間ではなくて、官と官の間で連携をすれば、再入

力をしないでデジタルデータで引き渡しが可能になる例がたくさんあると思います。そ

れらをしっかりピックアップして改良していくことをぜひ積極的にやっていただきたい

と思います。 

 とりあえず以上です。 

○南座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○井堀委員 今ご発言いただいたのと関連しますが、この資料の11のところに、引越し時

の各種行政手続を改めてそれぞれ手続ごとに行わなければならないとあります。これは

考えてみると、引越しに限らず、あるサービスを、例えば資金繰りができなくて融資を

受けようというときに、困って融資の申し込みをされた事業者の方が、子どもが大学受

験を控えているときに奨学金を申し込むと、奨学金があるわけですね。それを、その人、

その人に対して、このサービスを受けた人は、こういったサービスも関連するサービス

なので手続をしたほうがいいですよとか、一つの手続で済んでしまうとか、そういうサ

ービスとサービスのひもづけが実は全然できていないです。 

 それは引越しの手続で、前の役所で受けていたサービスを受け継ぐというのは当然の

ことながら、引っ越すまでもなく、そのサービスのつながりというのはやはりやらなけ

れば、考えなければいけないと思います。それが単に事務の効率化だけでデータ連携を

するということではなくて、サービスの連携ということにつながることですので、その

辺は、具体的にいろいろな、これとこれをつぶしていかないといけなくて、そういうこ

とを見つけて言ってくれる人が実はいないわけですよね、あらゆることがわかっていな

いといけないので。しかし、そうはいつまでも言っていられないので、その辺はやはり

現場、現場でいろいろな生活者の視点で生み出していかなければいけないと思います。 
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 その意味では、今日の資料５については、いい内容として提示していただいています

が、もっともっとこういったものがあると思いますので、徹底的に調査したらよいので

はないかと思います。 

○南座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○須藤委員 國領先生におまとめいただいて、これ非常によかったと思います。特に、國

領先生と一緒に評価専門調査会で苦労してきたのですが、國領先生が担当だったレセプ

トのオンライン化のところで、これは４番目の項目ですけれども、これをやらないかぎ

りは、エビデンスベースドの質の高い医療、それから医療過誤を防ぐ手だて等ができな

いと思います。ここら辺の制度改革、医療機関、健保組合、それから行政機関、地方自

治体も含めてですが、かなり重点的に力を入れて取り組んでいただきたいというところ

だと思います。規制とか、制度・慣行、特に慣行もかなり聞いているところで、障壁に

なっていると思いますので、その改革は必要であると思います。 

 それから、２ページ目の７番のところですけれども、政府統計全般で、これもデータ

をうまく使えば、分析すれば、企業経営とか、中小企業の経営とか、それから行政サイ

ドでもいろいろな分析ができて、例えばロングテールでほとんど役に立たなかったよう

なデータも、うまく使えばビジネスの活用とかできるはずです。 

 これについては統計委員会でかなり議論がされていて、私の教え子がある大学の先生

ですけれども、統計委員会のメンバーで、大分議論したけれども、相当統計学者の間で

もまだわだかまりがあるようなところがあって大変だったというようなことを言ってい

ました。 

 この点については、もちろん統計委員会でも今後議論していただきたいところですけ

れども、私が知る限り、これは近藤局長のもとで経済産業省は結構熱心に今お考えにな

っていただいておりますので、そういう活動はもっとプッシュして頑張っていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○南座長 どうぞ、浜口委員。 

○浜口委員 この資料５についてはぜひ進めていただきたいと思います。 

 追加として２点ほど申し上げさせていただきます。１点目は、アメリカ政府のＩＴ関

係の人たちと話をしていますとよく出てきます「シングルインプット」ということです。

今、行政に対するいろいろな申告の中で、なかなかうまくシングルインプットが実現で

きていない。例えば、輸出入の手続での関税や検疫だとかで、一々同じ情報を書かなく

てはいけなかったり、また同じ情報を別の形式やコードで申請しなくてはいけないよう

な状況があって、それがゆえに企業システムとオンラインで結べないということがあり

ます。多分こうしたことは多々あると思いますので、実態を把握するためのサーベイと

いうのも一つできればいいのではないかなと思います。 

 ２点目は、さきほど野原委員からも出ましたけれども、国と県と市町村、この間でい

ろいろデータが受け渡しされます。個々にはコンピュータ化されているわけですけれど
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も、受け渡しのときは紙ベースになってしまっているものがたくさんあると思います。

そういうところを一つ一つつぶしていくというのも必要じゃないかなと思いますので、

こちらについてもサーベイをしていくのも一つのやり方かなと思います。 

 以上、２点を申し上げます。 

○南座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○佐々木（か）委員 今申し上げるのが適切かどうかわからないですが、この13項目に絞

られた際、もしかしたら外れた中に入っていればまた別途ご説明いただければと思うの

ですが、私は、保育園の入園手続というのがいつもアナログになっているのが大変問題

だと思っておりまして、こちらを入れていただけないだろうかと考えています。少子化

で今保育園も足りないといって、政府としても対応している中、私の子どもは今小学生

と中学生なので、さっと今の保育園はどうだったかなと思ってウェブで調べたところ、

やはり今でも入園の申し込みは郵送も不可で、月曜から金曜の９時から５時に役所に紙

ですべての資料を持っていかなければなりません。申し込みをするのにもそういう状態

で、今確認してみますと、区のホームページから申込書はダウンロードができるように

なっていますが、郵送すらだめです。両親が働いているので子どもを預けるのですが、

月から金の９時から５時に申し込みにいかなきゃいけない。 

 また、なぜ保育園のことを申すかというと、いろいろな方がＩＴ化ということに関心

を持つきっかけにもなり得るだろうということと、一つのファミリーの課題を解決する

と、お父さんとお母さんがいた場合は２人の国民をハッピーにできるので、一つを解決

で２倍の人口の人をハッピーにできます。今ここで言うのが適切だったかどうか、すみ

ません、わかりませんが、対象手続のところに保育園の申し込み手続というのを検討し

ていただければなと思っております。 

○佐々木（俊）委員 運用の問題をお話しすべきなのかなと思って、今の國領座長代理の

個人情報の話を見て思ったのですが、今回の新戦略、横に見ていると、かなり３大重点

分野の電子政府・電子自治体、電子私書箱の話にしても、それから医療分野のレセプト

とかカルテの電子化にしても、あるいは大きい項目の２番目の産業・地域の活性化とか、

ライフログの話にしても、多分個人情報をどう扱うかというのが非常に重要なテーマに

なってくるのは間違いないと思います。 

 現状、もちろん日本には個人情報保護法があって、これに基づいて運用が行われてい

るわけですが、実のところ、現場レベルに関して言うと、この個人情報保護法は、日本

の法律は厳し過ぎるよねということで常に出ている。これは法律そのものが厳しいので

はなくて、結果的に過剰な運用になってしまっているケースというのが非常に多いのが

現実ですけれども、企業サイドから見ると、このi-Japan戦略に基づいて、もう少し個

人情報を円滑に運用できるような形にビジネスを立ち上げていこうとなった場合に、必

ずこの問題が正面に立ちふさがってしまって、どこら辺までオーケーですかと。大丈夫

だろうと思ってある程度見切り発車してみたら、その後、マスメディアにたたかれてみ
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たいなことも十分起き得るわけですね。 

 という状況の中で、ここで第三者機関を立ち上げて、個人情報をどう運用するかとい

うことを考えましょうという話が出ていると思うのですが、ガイドラインも何もなくて、

ただ単にそこに個人情報保護法がありますと。それにひっかからないように第三者機関

で匿名化なり、あるいは個人情報の円滑な運用をしましょうということをやっても、こ

れは第三者機関として本当に成立するのかどうか、動くのかどうか、これはかなり疑問

です。 

 ということになると、結局、今求められているのは、ありとあらゆる分野において個

人をどう扱うかという問題が生じている中で、それが個人情報保護法、現行の法律とど

のように整合性があるかということをきちんと政府の側が提示するという作業が多分こ

こで必要になってくると思います。最終的には、立法サイドで個人情報保護法をもう少

し変えたほうがいいのではないかという話が出てくる可能性はあると思いますが、現時

点では行政サイドはそこまでやりませんと。 

 ということになれば、多分ここで必要なのは、現状、経済産業省や厚生労働省で、そ

れぞれでいろいろな試みは行われていますが、政府としての統一した見解を持てていな

い。なぜかというと、厚生労働省が扱っている医療情報と、経済産業省が扱っている産

業サイドの個人情報の考え方というのは全く違っているからです。これをどこかで統一

した考え方を一つつくっていくというような方向性が必要になってくるだろう。例えば

霞が関で一つの統一したプロジェクトチームをつくって、そこで個人情報をどう運用し

ていくかというのを相談していただくなり何なり、そういうような方向性を考えていた

だいたほうがいいのではないかと思います。 

○南座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○河村委員 今おっしゃった意見と、あと少し前に、恐らく岡村委員がおっしゃった意見

に関して、消費者としての意見をもうしあげます。コミッショナーという話も出ました

が、第三者機関というようなものは必要だと思いまして、今回の報告書でも、文章の

様々な箇所に、個人情報を秘匿した上でとか、安心・安全にとか、匿名化されたと、

色々な言葉では出てくるわけですけれども、「匿名化しているから大丈夫です」と言わ

れただけで安心しろと言われるのは非常に納得感というか、信頼感がないわけですね。

それぞれの機関にお任せください、安心・安全にやりますと言われても、言葉だけでは

何の意味もない。 

 そうなってくると、例えば法律による縛りを、現実に沿うよう、より実効性の高いも

のに変えていくということも一方にあると思いますが、私は、例えば匿名化といっても

いろいろな匿名化のやり方があると思います。そういう技術的なことは一人一人の国民

にはなかなか難しいですけれども、ある機関があって、この匿名化はオーケーであると、

そういうようなお墨つきが、信頼できる機関から出せれば、国民から見て、ひとつの安

心の目安になるのではないかと思います。 
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 匿名化といっても、私は全く素人ですが、ある個人的な情報のところが見えないだけ

にしているものと、全く消されて、後戻りできないような形になっているデータという

のは違うと思います。見えないだけというのは、多分何とかして見えてしまうことがあ

るかもしれないとか、もともとの形に後戻りできるのだったら、幾らでも事故も故意も

起こるかもしれないとか、そういう匿名化と一口で言っても恐らくいろいろなやり方が

あって、そんなことは個人個人では検証できなくて、安心ですと言われるだけではます

ます国民は気持ち的に後退してしまいます。匿名化に限らず、個人情報保護に関して、

この技術であればオーケーである、この運用ならオーケーであるというような検証と判

断ができる機関があればよろしいかなと思います。 

○南座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○柏木委員 ちょっと話が戻りますが、先ほどのi-Japan戦略、私は大変よくまとめてい

ただいたと思っております。 

 その中で、ただ１点だけ、例えば行政の問題であるとか、教育の問題というのは大変

難しい中で、数値目標も設定いただいて、そこが今回のまとめとしては非常に踏み込ん

だポイントになっていると思います。その中で、やはり医療のところはいろいろ挙げて

いただいている中で、そうはいっても、目指すものというものが、いわゆる数値目標も

含めて大変難しいテーマだということは重々承知していますが、残念ながら、そこまで

絞り切れなかったという感覚は正直持っております。 

 今回、それに付随して、この「重点点検」テーマということで、４、５、６というこ

とで医療に関連した部分を挙げていただいていて、私自身が不勉強ということもありま

すが、ここに挙げている問題が本当に医療のＩＴ化の利活用の中で本当に大きに挙げる

べき優先的な問題なのかどうかということと、それと、やはりいわゆる推進に向けて、

いろいろな規制とか慣行が医療分野はいろいろあるということも大変わかりますので、

これが仮に問題になったときの対応項目としてこれがいいのかということについては、

さらにこの先の検討の中で踏み込んで、専門の方も意見も入れてぜひさらに踏み込んで

ご検討いただけるとありがたいなということをお願いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○南座長 どうもありがとうございました。どうぞ。 

○上野委員 資料５のデジタル技術・情報の利活用についてのご提案ですが、電子商取引

としての発注側と、受注側を電子商取引としてペーパーレスでするということについて

は非常に重要な目標だということは共通の認識になっていると思います。注文書、納品

書、請求書、それから検収書をやり取りするというだけでなく、画像、図面や仕様書、

このようなものは、大手企業の場合にはセキュリティの問題があって、インターネット

を活用して送るということはなかなかできないというのが今の現状です。 

 これは非常に今問題になっていますので、圧縮技術や、それから画像伝送の技術とい

うのはものすごく進んで、専門の業者の方々がたくさんおられます。経済産業省へ随分
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そのような方たちが売り込みに来ていらっしゃいますが、発注側のほうでは、中小企業

に渡した途端にリスクだというような認識が強い面があります。これを早く何とかしな

いと、ものづくりの実際の加工技術は高まっているし、また中小企業が使っている最先

端の加工の装置は全部デジタル化しているわけです。 

 従って、図面のデジタルの情報がデータでくれば、そのまますぐに効率よく生産性が

上がるわけですけれども、それができていないというのをぜひこの項目の中に入れてい

ただいて、これを解決することが日本の価値の創造の上では非常に重要な役割を果たす

と私は思っています。それがものづくりでいうi-Japanについての非常に大きな期待だ

ということをお伝えしておきたいと思っています。國領先生、これを課題の重要なテー

マに是非とも取り込んでいただきたいということの提案でございます。 

○南座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○岡村委員 今の問題に絡んで、実は今、民法の債権法、契約法を中心にしたものですが

─を全面改正するという作業が進められております。かなり考え方が整理されてきて

いるのですが、電子的な取引の特色を踏まえた改正案となっているのかどうかというよ

うな視点が、改正作業の中できちんと反映されているかどうかということを点検してい

く作業ということが必要になるのではないかというのを今のお話を聞いていて感じた次

第でございます。 

 以上です。 

○南座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○村上委員 こういう規制緩和リストは、これまでもいろいろな場で議論されてきている

かと思いますが、そういう中で、いつもこれはどこで議論してくれるのかなと思う分野

があります。例えばこの場でクラウドコンピューティングの議論をするときに、ＵＳＡ

パトリオットアクトと日本の消費者との関係という問題提起をさせていただきました。

要するに、安全保障上の理由があれば、国がデータベースの中まで入ってこられるとい

うことになっているということを、日本が国として、あるいは国民としてどう考えれば

いいのかというような問題を指摘させていただきました。また、例えば中国のＯＳの強

制開示要求という問題もあります。 

 こういう問題に対して、これは外交の問題として扱われるのか、あるいはＩＴのプレ

ーヤーにとってみますとこれはすごく深刻な問題なのですが、それはＩＴの問題として

扱われるのか。こういう、本当に国が真正面から出ていかないといけないドメインの問

題が幾つかあろうかと思っております。そういう問題については、恐らくこういう場で

しか議論できないだろうと思いますので、そういうドメインの問題についてもぜひご検

討いただければと思います。 

○南座長 ありがとうございました。どうぞ。 

○関口委員 おくれてきて申しわけございません。 

 まず、最後の取りまとめということですので、一言だけ申し上げますと、名称につい
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ては、座長、座長代理、そして事務局の皆さん、前回申し上げたことを十分ご配慮いた

だきまして感謝申し上げるとともに、それを評価したいと思います。 

 ついでに申し上げますと、まだ仮称になっているのですが、「デジタルグローバルビ

ジョン」というのがまだ前の名称を引きずっているような感じがちょっといたします。

まだこれが仮称段階であるとすれば、この「i-Japan戦略」から発想したもう少しチャ

ーミングな名称にしていただけると、それと文字数も少なくしていただけると非常によ

ろしいのではないかと、最後にそれだけ申し上げたいと思います。 

ありがとうございます。 

○南座長 どうぞ。 

○大山委員 意見を言っていないので申し上げます。 

 よくできていると個人的には思いますが、１つだけ申し上げます。またタイトルの話

をするのかと言われると恐縮ですが、タイトルの最後に2015がくっついています。これ

は普通発行年を書くことが多いのですが、目標の年限になっているので、後で混乱しな

いかというところだけが気になります。例えばe-Japanのときは１と２がありましたが、

外に出すときは発行年を書くのが一般的なので、2015の後に2009と書くのは嫌だなと思

いました。すみません、余計なことですが、以上です。 

○南座長 どうもありがとうございました。 

 何か、2015へとか、そういうのがあればまだ良いのでしょうけれども、確かにそうで

すね。 

○大山委員 ＩＳＯなんか、全部発行年が後ろにつきますよね。何か間違えるかなと、ち

ょっと思いました。 

○南座長 あと森田委員、いかがですか。 

○森田委員 もう時間もありませんので、一言だけ。 

 私もちょっとその2015が気になったのと、最初にi-Japanを見たときに、「i」はてっ

きり、informationかなと思って、またかという気がしたのですが、その下の説明で趣

旨はわかりました。 

 内容的には、いろいろと皆さんご審議の結果で大変すばらしいものになったと思って

おります。 

 最後に、資料５のところで一言だけ述べさせていただきますと、こうした制度的な問

題というのはまだかなりたくさんあろうかと思っておりまして、そして、その中にはい

わゆるつくったときの慣性の法則で残っているようなものがあると思います。ここには

出ておりませんけれども、地方公共団体間および自治体と国との間のアクセスの問題で

あるとか、そうしたところにおいて昔の条例がそのまま改正されずに残っているという

ようなところがあるようにも聞いております。 

 ただ、この分野は、そうした意味での、言うなれば規制を外してしまえばすぐ解決す

るところと、もう一つは、外すにも外しにくいところがあって、実質的な意味でなかな
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か外せないというのもあるかと思います。けれども、さらにもう一つ、意識の問題が、

最初につくったときの考え方がずっと残っていて、それがいろいろな意味で抵抗をつく

り出しているところもあるのではないかと思っております。 

 実質的なところは、先ほど保育所のお話がありましたが、その場合が該当するかどう

か知りませんけれども、行政の現場では、本人確認とか書類を提出する場合に、ご本人

と直接相対して初めて確認できるという分野もないわけではないと思います。そういう

ところもあえてこういうデジタル化するか、できるかということについては、現場の方

は心配をされているところもあると思います。 

○南座長 ありがとうございました。 

 一応一通りご意見を伺いましたが、あと國領座長代理、何かございますか。 

○國領座長代理 皆さん貴重なインプットありがとうございます。この戦略を実のあるも

のにしっかりしていくために、こういうような活動が非常に重要だと思っておりまして、

今日いただいたご意見をちゃんと盛り込んだ形で、後にしっかり引き継げるようにして

いきたいと思いますし、恐らくここにいらっしゃる皆さんが参画していただいて、きっ

とやるようなものをみんなでウォッチして、ちゃんと執行されるということ、皆さんと

一緒に担保できればいいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○南座長 どうもありがとうございました。 

 今ご議論いただきました規制・制度・慣行等を「重点点検」していく体制は今後構築

されることとなるわけでございますが、具体的な「重点点検」の際には、國領座長代理

を初め、本日委員から今いただきましたご意見を十分参考にされるよう、i-Japan戦略

2015、この表題にも今ご意見が出たので再度検討させていただきますが─のＩＴ戦略

本部への報告の際に申し上げたいと思いますし、今後も機会がありましたにさらにご指

導よろしくお願いしたいと思います。 

 以上で本日は閉会といたします。 

 これまで半年間にわたりましたi-Japan戦略2015の検討に際して多大なるご協力をい

ただき、委員各位には厚くお礼申し上げます。 

 今回で戦略の検討は終わりとなりますが、今後、戦略の実施に向けて政府や関係機関

が一丸となって強力に推進していただくことを期待しております。 

 今後とも色々な機会に皆様方のご支援賜りますようよろしくお願いいたします。 

 これで閉会させていただきますが、本日はどうもありがとうございました。 

 

閉 会 

 


